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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体に接触されて、心電位信号を検出する電極と、
　前記人体の首部に巻き付けて、前記電極を前記人体の前記首部に接触させるベルトと、
　前記電極を介して検出される前記心電位信号に基づいて、人体情報を検出する電子回路
であって、前記ベルトの一面側に設けられ前記電子回路の一部が収納された回路収納部を
台座として、前記ベルトの前記一面側に突出して設けられた測位センサを有し、前記人体
の地理的な位置と高度とのうちの少なくとも１つの前記人体情報並びに前記人体の心拍数
を含む前記人体情報を検出する電子回路と、
を備える、
ことを特徴とする人体情報収集装置。
【請求項２】
　人体に接触されて、心電位信号を検出する電極と、
　前記人体の首部に巻き付けて、前記電極を前記人体の前記首部に接触させるベルトと、
　前記電極を介して検出される前記心電位信号に基づいて、前記人体の心拍数を含む人体
情報を検出する電子回路と、
を備え、
　前記ベルトは、少なくとも、前記電子回路が設けられた回路形成層と、前記人体の前記
首部に直接接触し前記人体からの熱を吸熱する機能を有する肌面接触層と、前記回路形成
層と前記肌面接触層との間に設けられ前記熱を前記ベルトの外部へ放熱する機能を有する
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中間層と、を積層した構造を有することを特徴とする人体情報収集装置。
【請求項３】
　前記ベルトを前記人体の前記首部に巻き付けて装着した状態で、前記電極が前記人体の
前記首部の肌面に直接接触するように配置され、
　前記電子回路は、前記ベルトの一面側に設けられ、前記人体の前記首部に配置されて前
記人体情報を検出することを特徴とする請求項１又は２に記載の人体情報収集装置。
【請求項４】
　前記電子回路は、加速度センサ及び角速度センサを有し、前記人体情報として、前記人
体の動作速度の変化及び動作方向の変化を検出することを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか一項に記載の人体情報収集装置。
【請求項５】
　前記電子回路は、メモリ部を有し、前記人体の前記人体情報を相互に関連付けて保存す
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の人体情報収集装置。
【請求項６】
　前記電子回路は、通信回路を有し、少なくとも前記メモリ部に保存された前記人体情報
を、所定の通信方式により前記電子回路の外部に伝送することを特徴とする請求項５に記
載の人体情報収集装置。
【請求項７】
　前記ベルトは、前記一面側に受光面が露出するように設けられた太陽電池を有し、前記
太陽電池により発電された電力を前記電子回路に供給することを特徴とする請求項１乃至
６のいずれか一項に記載の人体情報収集装置。
【請求項８】
　前記ベルトの長手方向の両端部近傍に設けられ、前記人体の前記首部に巻き付けられた
前記ベルトを装着固定する掛留め部を有し、
　前記掛留め部は、前記電子回路への電力の供給を制御する操作スイッチが設けられてい
ることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の人体情報収集装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動時に人体に装着して、心拍データ等の人体情報を収集する人体情報収集
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、健康志向の高まりにより、日常的にランニングやウォーキング、サイクリング等
の運動を行って健康状態を維持したり、健康状態を意識する人々が増加している。このよ
うな人々は、自らの健康状態や運動状態を数値やデータで測定して記録し、状態把握や分
析に役立てることに高い関心を示す傾向にある。例えば、携帯端末や腕時計、歩数計等の
種々の測定端末を用いて、歩数や移動距離、脈拍、消費カロリー等を測定し記録すること
により、自らの健康状態や運動状態を把握している。
【０００３】
　このような測定端末としては、例えば特許文献１に、胸部に装着するベルト型の心拍測
定装置が開示されている。この心拍測定装置は、概略、胸部に装着され、人体に直接接触
するように配置された一対の検出電極を有する心拍検出器と、手首に装着され、当該検出
電極により検出された心拍信号に基づいて、心拍数やカロリー消費量を算出して表示する
心拍表示装置と、を備えた構成を有している。
【０００４】
　また、特許文献２、３には、胸部に装着する心拍センサや、手首に装着する表示装置に
加え、加速度計やＧＰＳ受信機（全地球測位システム；Global Positioning System）等
の種々のセンサをさらに備え、上述した心拍数やカロリー消費量のほかに、運動中の速度
や地理的位置等を検出して、より詳細な状態把握や分析に役立てることが開示されている
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。ここで、特許文献２、３には、胸部に心拍センサを装着し、表示装置（ディスプレイ）
を手首に装着し、加速度計やＧＰＳ受信機を足部（シューズ）に装着した構成が開示され
ている。なお、ＧＰＳ受信機については、例えば手首や上腕部等に装着するものも知られ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２１２１３６号公報
【特許文献２】特開２０１０－２６４２４６号公報
【特許文献３】特開２０１２－０２０１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したような各特許文献に記載された構成においては、ランニングやウォーキング、
サイクリング等の運動に先立って、胸部に心拍センサを、また、足部や上腕部等に加速度
センサやＧＰＳ受信機を、さらに、手首等に表示装置を、それぞれ装着する必要があり、
運動開始前の準備が煩わしいという問題を有していた。特に、胸部に装着する心拍センサ
の場合、事前にトレーニングウェア等衣類の下に、ベルト等を締め付けて直接胸部に密着
するように装着する必要があり、運動時の調整が難しく、また、人前で装着しにくいとい
う問題を有していた。さらに、加速度センサやＧＰＳ受信機等においては、人体の細かな
動きに対しても反応する場合があり、上述したような足部や上腕部等の四肢に装着する構
成においては、運動中の速度や運動姿勢、地理的位置等の、運動中の人体情報を正確に測
定することができないという問題を有していた。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した問題に鑑み、運動時の人体情報を検出するセンサ類を簡易
に装着することができるとともに、当該センサ類により、正確な人体情報を測定すること
ができる人体情報収集装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る人体情報収集装置の一形態は、
　人体に接触されて、心電位信号を検出する電極と、
　前記人体の首部に巻き付けて、前記電極を前記人体の前記首部に接触させるベルトと、
　前記電極を介して検出される前記心電位信号に基づいて、人体情報を検出する電子回路
であって、前記ベルトの一面側に設けられ前記電子回路の一部が収納された回路収納部を
台座として、前記ベルトの前記一面側に突出して設けられた測位センサを有し、前記人体
の地理的な位置と高度とのうちの少なくとも１つの前記人体情報並びに前記人体の心拍数
を含む前記人体情報を検出する電子回路と、
を備える、
ことを特徴とする。
　また、本発明に係る人体情報収集装置の他の形態は、
　人体に接触されて、心電位信号を検出する電極と、
　前記人体の首部に巻き付けて、前記電極を前記人体の前記首部に接触させるベルトと、
　前記電極を介して検出される前記心電位信号に基づいて、前記人体の心拍数を含む人体
情報を検出する電子回路と、
を備え、
　前記ベルトは、少なくとも、前記電子回路が設けられた回路形成層と、前記人体の前記
首部に直接接触し前記人体からの熱を吸熱する機能を有する肌面接触層と、前記回路形成
層と前記肌面接触層との間に設けられ前記熱を前記ベルトの外部へ放熱する機能を有する
中間層と、を積層した構造を有することを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る人体情報収集装置によれば、運動時の人体情報を検出するセンサ類を簡易
に装着することができるとともに、当該センサ類により、正確な人体情報を測定すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る人体情報収集装置の第１の実施形態を示す概略構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る人体情報収集装置に適用されるベルト部の要部断面図であ
る。
【図３】第１の実施形態に係る人体情報収集装置の人体への装着状態を示す概略図である
。
【図４】第１の実施形態に係る人体情報収集装置の回路構成を示すブロック図である。
【図５】第１の実施形態に係る人体情報収集装置における各種データの伝送形態を示す概
念図である。
【図６】第１の実施形態に係る人体情報収集装置における制御動作を示すフローチャート
である。
【図７】本発明に係る人体情報収集装置の第２の実施形態を示す概略構成図である。
【図８】第２の実施形態に係る人体情報収集装置に適用されるベルト部の要部断面図であ
る。
【図９】第２の実施形態に係る人体情報収集装置の人体への装着状態を示す概略図である
。
【図１０】第２の実施形態に係る人体情報収集装置の回路構成を示すブロック図である。
【図１１】第２の実施形態に係る人体情報収集装置における電源切り換え制御を示すフロ
ーチャートである。
【図１２】第２の実施形態に係る人体情報収集装置における二次電池充電制御を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る人体情報収集装置について、実施形態を示して詳しく説明する。
　＜第１の実施形態＞
　（人体情報収集装置）
　図１は、本発明に係る人体情報収集装置の第１の実施形態を示す概略構成図である。こ
こで、図１（ａ）は、本実施形態に係る人体情報収集装置を示す上面図であり、図１（ｂ
）は、その正面図であり、図１（ｃ）は、その下面図であり、図１（ｄ）は、その左方側
面図であり、図１（ｅ）は、その右方側面図である。また、図２は、本実施形態に係る人
体情報収集装置に適用されるベルト部の要部断面図である。ここで、図２は、図１（ｂ）
に示すII－II線（本明細書においては図中に示したローマ数字の「２」に対応する記号と
して便宜的に「II」を用いる）に沿った断面構造を示す図である。また、図３は、本実施
形態に係る人体情報収集装置の人体への装着状態を示す概略図である。ここで、図３（ａ
）は、本実施形態に係る人体情報収集装置の装着状態を示す正面図であり、図３（ｂ）は
、その背面図であり、図３（ｃ）は、その側面図である。また、図４は、本実施形態に係
る人体情報収集装置の回路構成を示すブロック図である。図５は、本実施形態に係る人体
情報収集装置における各種データの伝送形態を示す概念図である。
【００１２】
　本実施形態に係る人体情報収集装置１００は、例えば図１（ａ）～（ｅ）に示すように
、概略、ベルト部１０と、ＧＰＳ受信部２０と、心拍センサ部３０と、回路収納部４０と
、電源スイッチ５０と、を有している。
【００１３】
　ベルト部１０は、可撓性を有する帯状部材からなる絶縁物であって、例えば図１（ａ）
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～（ｅ）に示すように、長手方向（図１（ａ）～（ｃ）の左右方向）の略中央付近の、一
面側（例えば図１（ｂ）の図面手前側、又は、図１（ｃ）の上面側）に、回路収納部４０
及びＧＰＳ受信部２０が突出するように設けられている。また、ベルト部１０の長手方向
の一端側（左方側端部）近傍には、上記一面側に、ボタン形状を有し、ベルト装着用兼電
源操作用の電源スイッチ５０が設けられている。また、同他端側（右方側端部）近傍には
、ボタン形状を有する電源スイッチ５０を掛け留めするためのボタン穴５１が設けられて
いる。また、ベルト部１０の長手方向の略中央付近に設けられた回路収納部４０及びＧＰ
Ｓ受信部２０（便宜的に、図中に基準線ＦＬを示す）を中心にして、ベルト部１０の長手
方向に略等距離離間した位置には、ベルト部１０の幅方向（図１（ｂ）の上下方向）の側
部（例えば図１（ｂ）の下方側）に突出するように心拍センサ部３０を構成する一対の検
出電極３１が設けられている。
【００１４】
　ベルト部１０は、具体的には、例えば図２に示すように、回路収納部４０及びＧＰＳ受
信部２０が設けられた最上層（回路形成層）１１と、人体（すなわち、人体情報収集装置
のユーザ）の肌面に直接接する最下層（肌面接触層）１２と、当該最上層１１と最下層１
２との間に介在する中間層１３と、を備えた多層構造を有している。
【００１５】
　最上層１１は、一面側（図２の上面側、又は、図１（ｂ）の図面手前側）に、回路収納
部４０及びＧＰＳ受信部２０、電源スイッチ５０が設けられ、また、側部（図１（ｂ）の
下方側）に、検出電極３１が突出するように設けられている。また、最上層１１は、内部
に、少なくとも、上記回路収納部４０と検出電極３１、及び、回路収納部４０と電源スイ
ッチ５０を電気的に接続する可撓性の配線３２、５２が設けられている。このような最上
層１１の構成は、例えばフィルム状のプリント基板に配線や端子を形成し、各種の電子部
品を搭載する汎用の実装技術を適用することにより実現することができる。
【００１６】
　最下層１２は、人体の肌面に直接接する他面側（図２の下面側）において、運動中に人
体から発せられる熱が籠もったり、汗等の水分（湿気）による蒸れ等が生じないように、
例えば通気性の高いメッシュ状の素材や、吸熱効果や冷却効果が高いジェル状の保冷剤等
を内蔵した素材により構成されている。
【００１７】
　中間層１３は、最下層１２を透過、又は、最下層１２に吸収された人体からの熱や湿気
をベルト部１０の外部に放出して、最上層１１に当該熱や湿気が到達することにより回路
収納部４０やＧＰＳ受信部２０、電源スイッチ５０、配線３２、５２等が導通不良や接触
不良を生じないように、通気性の高いメッシュ状の素材や、空気層を多く含む素材、放熱
効果の高い素材により構成されている。なお、中間層１３は、上述したような素材からな
る単層の構成に限るものではなく、上記の熱や湿気を遮断するための遮熱素材や防水素材
からなる層をさらに積層した多層構造を有するものであってもよい。
【００１８】
　ＧＰＳ受信部２０は、例えばベルト部１０の一面側（例えば図１（ｂ）の図面手前側、
又は、図１（ｃ）の上面側）に突出して設けられた回路収納部４０を台座として、当該回
路収納部４０の所定の面に取り付けられたＧＰＳアンテナ回路である。
【００１９】
　ＧＰＳ受信部２０は、具体的には、例えば図３（ａ）～（ｃ）に示すように、人体３０
０の首部３１０にベルト部１０を巻き付けた状態で、図３（ｂ）に示す首部３１０の背中
側の背骨（又は、頸椎）に対応する位置に設けられている。ＧＰＳ受信部２０は、複数の
ＧＰＳ衛星からの電波を受信して、後述する回路収納部４０内のＧＰＳ受信回路４１（図
４参照）に当該受信信号を送信する。これにより、ＧＰＳ受信回路４１において、当該受
信信号に基づいて、運動中の人体（ユーザ）の位置情報等が検出される。
【００２０】
　心拍センサ部３０は、人体の心電位信号を検出するための一対の検出電極３１を有し、
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当該一対の検出電極３１が、ベルト部１０の長手方向に設定された基準線ＦＬ（図１（ａ
）～（ｃ）では略中央付近）を中心にして、長手方向に略等距離離間した位置に当該ベル
ト部１０から突出するように設けられている。
【００２１】
　一対の検出電極３１は、具体的には、例えば図３（ａ）～（ｃ）に示すように、人体３
００の首部３１０にベルト部１０を巻き付けた状態で、図３（ｂ）に示す首部３１０の背
中側の背骨を中心として、その左右略等距離の位置（いわゆる、首筋に相当する部分）に
密着するように設けられている。一対の検出電極３１は、ベルト部１０の最上層１１の内
部に設けられた配線３２を介して、後述する回路収納部４０内の心拍検出回路４２（図４
参照）に検出した心電位信号を送信する。これにより、心拍検出回路４２において、当該
心電位信号の変化から心拍が検出され、心拍数が計測される。なお、図１、図３において
は、心拍センサ部３０の一対の検出電極３１として、ベルト部１０の幅方向の側部から突
出するように設けた構成を示したが、これに限定されるものではない。すなわち、図３に
示すように、本実施形態に係る人体情報収集装置１００を人体３００の首部３１０に装着
した状態で、心電位信号を検出可能な首部３１０の部位に密着するものであれば、例えば
検出電極３１の先端部分がベルト部１０の他面側（例えば図１（ｃ）、図２の図面下面側
）に延在するように設けられているものであってもよい。
【００２２】
　回路収納部４０は、ベルト部１０の長手方向（図１（ａ）～（ｃ）の左右方向）の略中
央付近の、一面側（例えば図１（ｂ）の図面手前側、又は、図１（ｃ）の上面側）に突出
するように設けられている。回路収納部４０は、ＧＰＳ受信部２０の台座として設けられ
るとともに、その内部に、少なくとも、上記のＧＰＳ受信部２０や心拍センサ部３０の一
対の検出電極３１、電源スイッチ５０から送信される各種信号を受信する電子回路が収納
されている。
【００２３】
　ここで、回路収納部４０は、ＧＰＳ受信部２０の台座として適用されるため、例えば図
３（ａ）～（ｃ）に示すように、人体３００の首部３１０にベルト部１０を巻き付けた状
態で、ＧＰＳ受信部２０がＧＰＳ衛星からの電波を良好に受信することができる角度や露
出状態で取り付けられるように、その突出形状が設定されている。なお、ベルト部１０は
、首部３１０に巻き付けた状態で、人体３００の肌面に適度に密着するように可撓性を有
しているが、回路収納部４０が設けられたベルト部１０の長手方向の略中央付近は、当該
回路収納部４０がベルト部１０から剥離したり、脱落したりしないように、剛性が高く、
屈曲しない構成を有していることが望ましい。
【００２４】
　回路収納部４０に収納される電子回路は、具体的には、例えば図４に示すように、ＧＰ
Ｓ受信回路４１と、心拍検出回路４２と、加速度センサ４３と、角速度センサ（ジャイロ
センサ）４４と、メモリ部４５と、通信回路４６と、信号処理部４７と、を備えている。
【００２５】
　ＧＰＳ受信回路４１は、上述したＧＰＳ受信部２０を構成するアンテナ回路を介して、
ＧＰＳ衛星から受信した電波に基づいて、運動中の人体の地理的な位置（緯度経度）や、
その位置の高度（又は標高）等を検出する。また、ＧＰＳ受信回路４１は、ＧＰＳ衛星か
らの電波のドップラーシフト効果を利用して、人体の移動速度（動作速度）を検出するこ
ともできる。検出された位置及び高度、移動速度等からなるＧＰＳデータは、例えばメモ
リ部４５の所定の記憶領域に保存される。
【００２６】
　心拍検出回路４２は、上述した心拍センサ部３０を構成する一対の検出電極３１に接続
され、当該検出電極３１から出力される心電位信号の変化から心拍を検出する。そして、
単位時間（例えば１分間）当たりに検出される心拍数からなる心拍データは、例えばメモ
リ部４５の所定の記憶領域に保存される。
【００２７】
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　加速度センサ４３は、人体の運動中の動作速度の変化の割合（加速度）を計測する。ま
た、角速度センサ（ジャイロセンサ）４４は、人体の運動中の動作方向の変化を計測する
。この加速度センサ４３により測定された加速度データ、及び、角速度センサ４４により
測定された角速度データは、上記のＧＰＳ受信回路４１により検出されたＧＰＳデータや
、心拍検出回路４２により検出された心拍データと関連付けられて、メモリ部４５の所定
の記憶領域に保存される。なお、加速度データ及び角速度データは、上述したＧＰＳ受信
回路４１において、ＧＰＳ衛星からの電波の受信状態が不良又は受信不可の場合に、人体
の位置を検出するための補完データとして利用される。
【００２８】
　メモリ部４５は、主に、上述したＧＰＳ受信回路４１により検出されたＧＰＳデータや
、心拍検出回路４２により検出された心拍データ、加速度センサ４３により測定された加
速度データ、角速度センサ４４により測定された角速度データを、時間データを基準にし
て、相互に関連付けて保存する不揮発性メモリを有する。ここで、メモリ部４５は、ＧＰ
Ｓ受信回路４１や心拍検出回路４２、通信回路４６における各種機能を実行するための制
御プログラムが記憶された読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）を含むものであってもよい。ま
た、メモリ部４５を構成する不揮発性メモリ部分は、メモリカード等のリムーバブル記憶
媒体を有し、回路収納部４０に対して着脱可能に構成されているものであってもよい。
【００２９】
　通信回路４６は、例えば、上記の各構成により検出された現時点におけるＧＰＳデータ
や心拍データ、加速度データ、角速度データ、あるいは、メモリ部４５に保存された各種
のデータを、任意のデバイスや、インターネット等のネットワーク上に設けられたサーバ
コンピュータに伝送する際のインターフェースとして機能する。ここで、デバイスは、イ
ンターネット等のネットワーク上に設けられたサーバコンピュータに接続するための通信
機能を備えているものであってもよい。
【００３０】
　デバイスは、具体的には、例えば図５（ａ）、（ｂ）に示すように、例えば人体３００
に装着、あるいは、携帯された専用の情報端末（例えば、リストバンド型のリストコーデ
ィネータ）２１０や、運動状態の解析プログラムや健康管理用のプログラムが組み込まれ
た汎用の携帯電話機２２０、スマートフォン（高機能携帯電話機）２３０、パーソナルコ
ンピュータ２４０等を適用することができる。
【００３１】
　なお、通信回路４６を介してデバイスに所望のデータを伝送する手法としては、例えば
図５（ａ）に示すように、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））をはじめとする各
種の無線通信方式や赤外線通信方式、通信ケーブルを介した有線による通信方式等を適用
するものであってもよいし、図５（ｂ）に示すように、メモリカード２００を介したデー
タ転送方式等を適用するものであってもよい。また、ネットワーク上に設けられたサーバ
コンピュータは、ユーザ自身が管理するものであってもよいし、上記の各種データに基づ
いてユーザの健康管理や運動状態の解析等のサービスを提供する事業者が管理するもので
あってもよい。
【００３２】
　信号処理部４７は、所定の制御プログラムに従って処理を実行する演算装置であって、
ＧＰＳ受信回路４１や心拍検出回路４２、加速度センサ４３、角速度センサ４４、メモリ
部４５、通信回路４６における各動作を制御する。なお、各構成における動作を制御する
ための制御プログラムは、予め信号処理部４７に組み込まれているものであってもよいし
、上述したメモリ部４５のＲＯＭ部分に記憶されているものを読み出して実行するもので
あってもよい。
【００３３】
　電源スイッチ５０は、ボタン穴５１に掛け留めする一般的なボタン形状（例えば円盤状
や半球状等）からなる外形形状を有するとともに、押しボタン式やスライド式等の操作ス
イッチが設けられた構成を有している。
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【００３４】
　人体情報収集装置１００は、具体的には、例えば図３（ａ）～（ｃ）に示すように、人
体３００の首部３１０にベルト部１０を巻き付け、電源スイッチ５０を当該ベルト部１０
の長手方向の他端側近傍に設けられたボタン穴５１に掛け留めすることにより装着される
。この状態で、電源スイッチ５０の操作スイッチを操作することにより、動作電源６０か
ら、ＧＰＳ受信回路４１や心拍検出回路４２、加速度センサ４３、角速度センサ４４、メ
モリ部４５、通信回路４６の各構成への電源電圧の供給状態（供給又は遮断）が制御され
て、人体情報収集装置１００の電源オン又は電源オフが設定される。
【００３５】
　動作電源６０は、種々の小型かつ可搬型の電源装置を適用することができ、例えば、コ
イン型電池やボタン型電池、リチウムイオン電池等の二次電池（充電池）のほか、振動や
光、熱、電磁波等のエネルギーにより発電する環境発電（エナジーハーベスト）技術によ
り生成された電力を適用することもできる。動作電源６０は、これらのいずれか、又は、
任意の電源の組み合わせを良好に適用することができる。なお、動作電源６０は回路収納
部４０に収納されているものであってもよいし、その一部又は全部が回路収納部４０の外
部、例えばベルト部１０等に設けられているものであってもよい。
【００３６】
　（人体情報収集動作）
　次に、上述した構成を有する人体情報収集動作について説明する。
　図６は、本実施形態に係る人体情報収集装置における制御動作を示すフローチャートで
ある。ここでは、上述した人体情報収集装置の構成（図１～図５）を適宜参照しながら説
明する。
【００３７】
　まず、上述した構成を有する人体情報収集装置１００は、例えば図３（ａ）～（ｃ）に
示すように、人体３００の首部３１０にベルト部１０を巻き付け、電源スイッチ５０をボ
タン穴５１に掛け留めすることにより装着される。このとき、ベルト部１０の一面側（例
えば図１（ｂ）の図面手前側、又は、図１（ｃ）の上面側）に突出するように設けられた
回路収納部４０及びＧＰＳ受信部２０（具体的には基準線ＦＬ）が、図３（ｂ）に示すよ
うに、人体３００の背中側の中心に相当する背骨又は頸椎上、又は、その近傍に配置され
るように、ベルト部１０の装着状態が調整される。また、このとき、一対の検出電極３１
が、人体３００の首部３１０の背中側であって、心電位信号を検出することができる適切
な位置（部位）の肌面に直接密着するように、ベルト部１０の装着位置が調整される。
【００３８】
　次いで、電源スイッチ５０の操作スイッチを操作して、人体情報収集装置１００の電源
をオンすることにより、人体３００の運動中の人体情報が検出される（Ｓ１１０）。すな
わち、ＧＰＳ受信部２０及びＧＰＳ受信回路４１により、運動中の人体３００の地理的な
位置や高度、移動速度等からなるＧＰＳデータが検出され、一対の検出電極３１及び心拍
検出回路４２により心拍データが検出され、加速度センサ４３により加速度データが検出
され、角速度センサ４４により角速度データが検出される。
【００３９】
　次いで、信号処理部４７により、これらのデータがアナログ－デジタル変換（Ａ／Ｄ変
換）された後、時間データを基準にして相互に関連付けて同期化され（Ｓ１２０）、メモ
リ部４５の所定の記憶領域に保存、蓄積される（Ｓ１３０）。
【００４０】
　次いで、通信回路４６により、上述したメモリ部４５に保存されたＧＰＳデータや心拍
データ、加速度データ、角速度データ、あるいは、上記の各構成により検出された現時点
における各種のデータが、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、人体３００に装着、あるい
は、携帯された任意のデバイス（情報端末２１０、携帯電話機２２０、スマートフォン２
３０、パーソナルコンピュータ２４０等）に、所定の通信方式やデータ転送方式を用いて
伝送される。デバイスに伝送された各種のデータは、当該データがそのまま表示装置に表
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示されたり、所定の演算処理に基づいて運動状態の解析データや健康管理データが算出さ
れて表示装置に表示される。
【００４１】
　このような人体情報収集装置においては、人体３００の首部３１０の背中側（図３（ｂ
）に示した背面図参照）に、回路収納部４０を台座としてＧＰＳ受信部２０が突出して設
けられた構成を有している。これにより、人体情報収集装置を人体に装着した状態で、Ｇ
ＰＳ受信部２０が常に上空に開けた受信域を有することになるので、ユーザが運動中であ
ってもＧＰＳ衛星からの電波が遮られることがなく良好に受信することができる。
【００４２】
　また、本実施形態においては、回路収納部４０がＧＰＳ受信部２０の台座として用いら
れるとともに、加速度センサ４３及び角速度センサ４４を収納した構成を有し、さらに、
人体３００の背骨に対応する位置に装着されている。これにより、ＧＰＳ受信部２０や加
速度センサ４３、角速度センサ４４により、運動中の人体３００の人体情報を検出する際
に、ＧＰＳ衛星からの電波を良好に受信することができるとともに、人体３００の四肢の
動きの影響を受けることがなく、高い精度で検出することができる。
【００４３】
　また、本実施形態においては、人体情報収集装置１００のベルト部１０を、人体３００
の首部３１０に巻き付けた状態で、心拍センサ部３０の一対の検出電極３１が、心電位信
号を検出可能な首部３１０の適切な部位（例えば首筋に相当する部分）の肌面に直接密着
するように装着される。これにより、ユーザが運動中であっても、その振動等により検出
電極３１の密着位置がずれる等の不具合を抑制することができ、心電位信号を良好に検出
することができる。
【００４４】
　したがって、本実施形態によれば、ユーザの地理的な位置（ＧＰＳデータ）や心拍数（
心拍データ）、動作速度（加速度データ）、動作方向（角速度データ）、さらには、これ
らの各種データから運動時の癖（運動姿勢）やカロリー消費量等をより正確に把握して、
健康管理や運動状態の解析に役立てることができる。具体的には、本実施形態においては
、運動時の各種のデータ（ＧＰＳデータ、心拍データ、加速度データ、角速度データ）が
、時間データに基づいて相互に関連付けた状態で取得、蓄積される。そして、これらのデ
ータのうちの、例えば、加速度データとユーザの体重データに基づいて、運動中のカロリ
ー消費量が算出され、また、加速度データ及び角速度データに基づいて、運動中の姿勢（
例えば前傾姿勢や反り返り、体の傾き）や上下肢の動き（例えば腕の振りや歩幅）や首振
りの頻度等が判定される。これにより、ユーザは図５（ａ）、（ｂ）に示したようなデバ
イスの表示装置を介して、例えばランニング等の運動において、当該運動経路のどの地点
でどのような運動姿勢であったか（例えば上り坂や下り坂や曲がり角等における運動姿勢
）を把握したり、当該運動姿勢の良否を判断したり、また、そのときのカロリー消費量は
どの程度であったかを把握することができ、その後の運動方法等に反映させることができ
る。特に、近年においては、ランニングやウォーキング、サイクリング等を継続する人々
の中には、マラソン大会や競技会等への参加を目標として、より本格的なトレーニングを
行う人も増加している。このような大会や競技会等への参加を目標とする人々にとっては
、より専門的かつ科学的な視点から上記のような運動状態を把握、分析し、日常のトレー
ニングに反映させることにより、大会や競技会等での好記録の実現に役立てたいという要
望が高まっている。本実施形態は、上述したように、運動時の各種の人体情報（ＧＰＳデ
ータ、心拍データ、加速度データ、角速度データ、カロリー消費量、運動姿勢等）を相互
に関連付けて取得、蓄積することにより、運動状態を総合的に解析して日常のトレーニン
グに十分反映させることができる。なお、上述した各種の人体情報に基づく運動状態の良
否の判断については、ユーザ自身が行うものであってもよいし、健康管理や運動状態の解
析等のサービスを提供する事業者が、専門家による知見に基づいてアドバイス等を提供す
るものであってもよい。
【００４５】
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　さらに、本実施形態においては、ＧＰＳ受信部２０が回路収納部４０を台座として一体
的に設けられた構成を有している。これにより、人体情報収集装置１００のベルト部１０
を、人体３００の首部３１０に巻き付けて、ボタン形状の電源スイッチ５０をボタン穴５
１に掛け留めするという簡易かつ汎用的な装着方法により、ＧＰＳ受信部２０及び心拍セ
ンサ部３０、加速度センサ４３、角速度センサ４４を人体３００に一時に装着することが
できる。また、人体情報収集装置１００を装着するための構成と電源操作を行うスイッチ
を、ボタン形状の電源スイッチ５０により一体化した構成を有している。これにより、人
体３００の正面側（図３（ａ）に示した正面図参照）に位置する電源スイッチ５０の操作
スイッチを操作するという簡易かつ汎用的な操作方法により、人体情報収集装置１００の
電源をオン（起動）状態又はオフ（停止）状態に設定することができる。したがって、運
動開始前の準備を簡素化することができるとともに、運動時や人前であっても簡易かつ適
切に装着状態を調整して、運動中の人体情報を確実に検出することができる。
【００４６】
　また、このとき、ベルト部１０が多層構造を有し、人体３００の肌面に直接接触する層
が、通気性の高い素材や、冷却効果が高いジェル状の保冷剤等を内蔵した素材により構成
されているので、運動中に人体３００から発散される熱や湿気が籠もったり、汗等の湿気
による蒸れやベタ付き等が生じることがなく、ユーザが感じる不快感を軽減することがで
きる。
【００４７】
　なお、図１、図３においては、人体３００の首部３１０にベルト部１０を装着する際の
ボタン穴５１を１カ所のみ設けた構成を示したが、これに限定されるものではない。すな
わち、様々な体型やサイズの人体に対応して良好にベルト部１０を装着することができる
ように、ベルト部１０の他端側に長手方向に複数個のボタン穴５１を設けて、人体情報収
集装置１００の装着時におけるベルト部１０の巻き付け状態（締め付けや緩み）を適宜調
整できるようにしてもよい。
【００４８】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明に係る人体情報収集装置の第２の実施形態について説明する。
　上述した第１の実施形態においては、人体情報収集装置の動作電源について、各種の電
源装置を適用できることを示した。第２の実施形態においては、本発明の人体情報収集装
置に良好に適用することができる動作電源として、太陽電池を備えた構成を示す。
【００４９】
　図７は、本発明に係る人体情報収集装置の第２の実施形態を示す概略構成図である。こ
こで、図７（ａ）は、本実施形態に係る人体情報収集装置を示す上面図であり、図７（ｂ
）は、その正面図であり、図７（ｃ）は、その下面図であり、図７（ｄ）は、その左方側
面図であり、図７（ｅ）は、その右方側面図である。また、図８は、本実施形態に係る人
体情報収集装置に適用されるベルト部の要部断面図である。ここで、図８は、図７（ｂ）
に示すVIII－VIII線（本明細書においては図中に示したローマ数字の「８」に対応する記
号として便宜的に「VIII」を用いる）に沿った断面構造を示す図である。また、図９は、
本実施形態に係る人体情報収集装置の人体への装着状態を示す概略図である。ここで、図
９（ａ）は、本実施形態に係る人体情報収集装置の装着状態を示す正面図であり、図９（
ｂ）は、その背面図であり、図９（ｃ）は、その側面図である。また、図１０は、本実施
形態に係る人体情報収集装置の回路構成を示すブロック図である。なお、上述した第１の
実施形態と同等の構成については同一の符号を付してその説明を簡略化する。
【００５０】
　本実施形態に係る人体情報収集装置１００は、例えば図７（ａ）～（ｅ）に示すように
、概略、ベルト部１０と、ＧＰＳ受信部２０と、心拍センサ部３０と、回路収納部４０と
、電源スイッチ５０と、を有している。ここで、ＧＰＳ受信部２０と心拍センサ部３０と
電源スイッチ５０は、上述した第１の実施形態と同等であるので、その説明を省略する。
【００５１】
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　ベルト部１０は、例えば図７（ａ）～（ｅ）に示すように、上述した第１の実施形態に
示した、回路収納部４０及びＧＰＳ受信部２０、電源スイッチ５０、ボタン穴５１、一対
の検出電極３１に加え、ベルト部１０の一面側（例えば図７（ｂ）の図面手前側、又は、
図７（ｃ）の上面側）であって、回路収納部４０及びＧＰＳ受信部２０、電源スイッチ５
０、ボタン穴５１が設けられていない領域に、電源装置として太陽電池６１が設けられて
いる。ここで、太陽電池６１は、例えば図７（ａ）～（ｅ）に示すように、ベルト部１０
の長手方向（図７（ａ）～（ｃ）の左右方向）に延在するように２箇所に設けられている
。
【００５２】
　ベルト部１０は、具体的には、例えば図８に示すように、上述した第１の実施形態と同
様に、最上層１１と、最下層１２と、中間層１３と、を備えた多層構造を有し、太陽電池
６１は、回路収納部４０及びＧＰＳ受信部２０と同様に最上層１１に設けられている。こ
こで、太陽電池６１は、少なくともその受光面が最上層１１の一面側（図８の上面側、又
は、図７（ｂ）の図面手前側）に露出するように設けられている。また、最上層１１には
、内部に、回路収納部４０と太陽電池６１とを電気的に接続する可撓性の配線６２が設け
られている。
【００５３】
　回路収納部４０は、上述した第１の実施形態と同様に、その内部に、ＧＰＳ受信回路４
１と、心拍検出回路４２と、加速度センサ４３と、角速度センサ４４と、メモリ部４５と
、通信回路４６と、信号処理部４７と、を備え、動作電源６０からこれらの各構成への電
源電圧の供給状態（供給又は遮断）が電源スイッチ５０により制御される。
【００５４】
　動作電源６０は、具体的には、例えば図１０に示すように、上述した太陽電池６１と、
光センサ６３と、二次電池６４と、電源制御回路６５と、電源電圧生成部６６と、を備え
ている。
　太陽電池６１は、可撓性を有する、例えばフィルム状の太陽電池パネルであって、図７
、図８に示すように、ベルト部１０の一面側の所定の領域に、貼り付け固定されるととも
に、最上層１１の内部に設けられた配線６２を介して、回路収納部４０に電気的に接続さ
れている。また、他の構成として、太陽電池６１は、ベルト部１０の最上層１１の内部に
設けられ、少なくともその受光面が、当該最上層１１の一面側に露出した構成を有すると
ともに、配線６２を介して、回路収納部４０に電気的に接続されている。
【００５５】
　すなわち、例えば図９（ａ）～（ｃ）に示すように、人体３００の首部３１０にベルト
部１０を巻き付けて装着した状態で、太陽電池６１が常に上空に開けた受光域、もしくは
、外光が照射される露出状態を有するように設けられている。太陽電池６１は、太陽光等
の所定の光エネルギーを受光して、光起電力効果により発生した電力を、後述する電源制
御回路６５を介して、回路収納部４０や二次電池６４に供給する。
【００５６】
　光センサ６３は、外光照度を検出するためのセンサであって、太陽電池６１に入射する
光エネルギーの強度を検出して、電源制御回路６５に検出信号として出力する。電源制御
回路６５は、この検出信号に基づいて、太陽電池６１により発電された電力、もしくは、
二次電池６４に蓄積された電力のいずれかを選択して回路収納部４０の各構成に供給する
。
【００５７】
　二次電池６４は、例えばリチウムイオン電池等の充電池であって、主に、太陽電池６１
により発電された電力のうち、余剰電力を蓄積する。また、太陽電池６１による発電量が
所定の基準値に満たない場合には、二次電池６４に蓄積された電力を放出して回路収納部
４０に供給する。このような、二次電池６４への電力の蓄積（充電）、又は、放出（放電
）の各動作は、電源制御回路６５により制御される。
【００５８】
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　電源制御回路６５は、光センサ６３からの外光照度の検出信号に基づいて、太陽電池６
１に入射する光エネルギーの強度を検出又は推定し、回路収納部４０の各構成に電源電圧
を供給する電源として、太陽電池６１と二次電池６４のいずれを用いるかを、選択して切
り替える制御を行う。具体的には、光センサ６３からの検出信号（すなわち、外光照度）
が予め設定した規定値以上の場合には、太陽電池６１により発電される電力を選択し、規
定値に満たない場合には、二次電池６４から放出される電力を選択する。選択された電力
は、電源電圧生成部を介して、回路収納部４０の各構成に電源電圧として供給される。ま
た、電源制御回路６５は、光センサ６３からの検出信号に基づいて、もしくは、太陽電池
６１により発電された実際の発電量が、回路収納部４０に供給する総電力量以上である場
合には、当該総電力量を超える余剰電力を二次電池６４に蓄積する制御を行う。
【００５９】
　電源電圧生成部６６は、電源制御回路６５により選択された太陽電池６１により発電さ
れた電力、又は、二次電池６４から放出された電力を、回路収納部４０の各構成に適した
電圧値や電圧波形に整形し、電源スイッチ５０のオン操作に応じて、回路収納部４０に電
源電圧として供給する。
【００６０】
　次いで、本実施形態に係る人体情報収集装置における制御動作について説明する。
　本実施形態に係る人体情報収集装置においては、上述した第１の実施形態（図６参照）
に示した制御動作において、以下に示すような電源管理方法（電源切り換え制御、及び、
二次電池充電制御）が実行される。
【００６１】
　図１１は、本実施形態に係る人体情報収集装置における電源切り換え制御を示すフロー
チャートである。また、図１２は、本実施形態に係る人体情報収集装置における二次電池
充電制御を示すフローチャートである。ここでは、上述した人体情報収集装置の構成（図
７～図１０）を適宜参照しながら説明する。また、上述した第１の実施形態と同等の制御
動作については、その説明を簡略化する。
【００６２】
　上述した第１の実施形態と同様に、まず、例えば図９（ａ）～（ｃ）に示すように、上
述した構成を有する人体情報収集装置１００のベルト部１０を、人体３００の首部３１０
に巻き付け、電源スイッチ５０をボタン穴５１に掛け留めすることにより人体情報収集装
置１００が装着される。このとき、ベルト部１０の一面側（例えば図７（ｂ）の図面手前
側、又は、図７（ｃ）の上面側）に設けられた回路収納部４０及びＧＰＳ受信部２０、一
対の検出電極３１が、それぞれ図９（ｂ）に示すように、人体３００の背中側の所定の位
置（部位）に配置されるように、ベルト部１０の装着状態が調整される。これにより、ベ
ルト部１０の一面側に設けられた太陽電池６１が外光に照射されるように露出状態が設定
される。
【００６３】
　次いで、電源スイッチ５０の操作スイッチを操作して、人体情報収集装置１００の電源
をオンすることにより、動作電源６０において、次のような電源の切り換え制御が実行さ
れる。すなわち、図１１に示すように、まず、動作電源６０に設けられた光センサ６３に
より、運動中の人体３００の周辺環境における外光照度を検出する。光センサ６３により
検出された外光照度は、検出信号として電源制御回路６５に送信する。ここで、この外光
照度の検出動作は、例えば常時、あるいは、一定の時間間隔で実行される（Ｓ２１０）。
【００６４】
　次いで、電源制御回路６５において、光センサ６３により検出された外光照度が予め設
定した規定値以上であるか否かを判断する（Ｓ２２０）。ここで、上記規定値は、光セン
サ６３により検出された外光照度が規定値以上の場合には、太陽電池６１により発電され
る電力が人体情報収集装置１００を正常に動作させるために必要な電力よりも十分大きく
、余剰電流が生じる程度の電力量になるような数値に設定されているものとする。
【００６５】
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　そして、電源制御回路６５において、上記検出された外光照度が規定値以上である場合
には、運動中の人体３００の周辺環境が明状態にある（例えば昼間である）と判断して、
太陽電池６１により発電される電力を選択して、回路収納部４０への供給電力に設定する
（Ｓ２３０）。一方、上記検出された外光照度が規定値に満たない場合には、人体３００
の周辺環境が暗状態にある（例えば夜間である）と判断して、二次電池６４から放出され
る電力を選択して、回路収納部４０への供給電力に設定する（Ｓ２４０）。
【００６６】
　次いで、電源電圧生成部６６において、電源制御回路６５により選択された太陽電池６
１により発電された電力、又は、二次電池６４から放出された電力を、回路収納部４０の
各構成の電源電圧に対応した電圧値や電圧波形に整形した後、電源スイッチ５０のオン操
作に応じて、回路収納部４０に当該電源電圧を供給する（Ｓ２５０）。
【００６７】
　また、動作電源６０に設けられる二次電池６４の充電制御は、次のように実行される。
すなわち、上述した一連の電源切り換え制御において、光センサ６３により検出された外
光照度に基づいて、電源制御回路６５により人体３００（又は、人体情報収集装置１００
）の周辺環境が明状態にあると判断されて、供給電力として太陽電池６１により発電され
た電力が選択された場合、当該電力が回路収納部４０に供給されるとともに、図１２に示
すように、二次電池６４において蓄積されている電力量が測定される（Ｓ３１０）。
【００６８】
　次いで、電源制御回路６５において、測定された電力量が予め設定された一定値以上で
あるか否かを判断する（Ｓ３２０）。そして、電源制御回路６５において、上記測定され
た電力量が一定値に満たない場合には、太陽電池６１により発電された電力のうち、余剰
電力となる電流を二次電池６４に供給して充電を行う（Ｓ３３０）。一方、上記測定され
た電力量が一定値以上である場合には、二次電池６４が満充電状態にあるものと判断して
、太陽電池６１からの余剰電流の供給を停止する（Ｓ３４０）。
【００６９】
　このような電源管理方法により動作電源６０から供給される電源電圧に基づいて、上述
した第１の実施形態に示した人体情報収集装置１００の制御動作（図６参照）を実行する
ことにより、人体３００の運動中のＧＰＳデータや心拍データ、加速度データ、角速度デ
ータ等からなる人体情報が検出され（Ｓ１１０）、Ａ／Ｄ変換や同期化等の所定の信号処
理を行った後（Ｓ１２０）、データ保存（Ｓ１３０）やデータ伝送（Ｓ１４０）が行われ
る。
【００７０】
　このような人体情報収集装置１００においては、上述した第１の実施形態に示した作用
効果に加え、次のような特徴を有している。すなわち、本実施形態においては、動作電源
６０として、少なくともベルト部１０の一面側に露出するように設けられた太陽電池６１
と、充放電可能な二次電池６４と、を備え、人体３００の周辺環境の照度に応じて、電源
（太陽電池６１又は二次電池６４）を選択して切り替える制御を行う。これにより、運動
中においても周辺環境が明状態であれば太陽電池６１により人体情報収集装置１００を動
作させるための電力を確保することができるとともに、その際の余剰電力を二次電池６４
に蓄積することができ、一方、暗状態においては二次電池６４に蓄積された電力により人
体情報収集装置１００を動作させることができる。したがって、明状態である昼間におい
ては、太陽電池６１からの電力を回路収納部４０に供給することにより、二次電池６４に
十分な電力を蓄積又は確保することができ、暗状態である夜間においては、当該二次電池
６４に蓄積された電力を回路収納部４０に供給することができるので、ユーザは特別な操
作を行うことなく、人体情報収集装置１００を長時間動作させることができる。
【００７１】
　なお、本実施形態においては、電源制御回路６５において光センサ６３からの検出信号
（外光照度）に基づいて電源の切り換え制御（選択制御）を行う場合について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、外光照度を検出する構成として太
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陽電池６１を用い、光センサ６３を備えていない構成において、太陽電池６１により発電
される電力量（又は、電流値）に基づいて、当該電力量が所定の基準値（しきい値）以上
の場合には、太陽電池６１からの電力を回路収納部４０に供給し、基準値に満たない場合
には、二次電池６４に蓄積された電力を回路収納部４０に供給するように制御するもので
あってもよい。
【００７２】
　また、本実施形態においては、二次電池６４への電力の蓄積方法として、太陽電池６１
の余剰電力を蓄積する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない
。すなわち、二次電池６４は太陽電池６１からの余剰電力のみならず、例えば家庭用の電
源（商用電源）から直接充電するものであってもよい。
【００７３】
　また、本実施形態においては、周辺環境が明状態では太陽電池６１により発電された電
力が、所定の電圧整形を行った後、回路収納部４０の各構成に直接供給される構成を示し
たが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、太陽電池６１により発電され
た電力を一旦、二次電池６４に充電した後、当該二次電池６４に蓄積された電力のみを回
路収納部４０の各構成に供給する構成や制御方法を適用するものであってもよい。
【００７４】
　なお、上述した各実施形態においては、心拍センサ部３０の検出電極３１を、ベルト部
１０の幅方向の側部に突出するように設けられた一対の電極として示したが、本発明はこ
れに限定されるものではない。すなわち、心電位信号を検出するための検出電極は、人体
３００の首部３１０の背中側の適切な位置（例えば首筋）に密着するように設けられてい
れば、検出電極の数は１つでも３つ以上でもよく、その数は任意に設定することができる
。
　また、上述した各実施形態においては、人体情報収集装置１００は、人体３００の首部
３１０にベルト部１０を巻き付け、ボタン形状の電源スイッチ５０を当該ベルト部１０の
長手方向の他端側近傍に設けられたボタン穴５１に掛け留めすることにより装着されると
して示したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、ボタン穴５１に替え
て、例えば面ファスナー等の着脱可能な部材を用いて留めることにより装着されてもよい
。
【００７５】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むも
のである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００７６】
　（付記）
　請求項１に記載の発明は、
　人体に接触されて、心電位信号を検出する電極と、
　前記人体の首部に巻き付けて、前記電極を前記人体の前記首部に接触させるベルトと、
　前記電極を介して検出される前記心電位信号に基づいて、前記人体の心拍数を含む人体
情報を検出する電子回路と、
を備える、
ことを特徴とする人体情報収集装置である。
【００７７】
　請求項２に記載の発明は、
　前記ベルトを前記人体の前記首部に巻き付けて装着した状態で、前記電極が前記人体の
前記首部の肌面に直接接触するように配置され、
　前記電子回路は、前記ベルトの一面側に設けられ、前記人体の前記首部に配置されて前
記人体情報を検出することを特徴とする請求項１に記載の人体情報収集装置である。
【００７８】
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　請求項３に記載の発明は、
　前記電子回路は、加速度センサ及び角速度センサを有し、前記人体情報として、前記人
体の動作速度の変化及び動作方向の変化を検出することを特徴とする請求項１又は２に記
載の人体情報収集装置である。
【００７９】
　請求項４に記載の発明は、
　前記電子回路は、測位センサを有し、前記人体情報として、前記人体の地理的な位置と
高度とのうちの少なくとも１つを検出することを特徴とする請求項１乃至３に記載の人体
情報収集装置である。
【００８０】
　請求項５に記載の発明は、
　前記電子回路は、前記ベルトの前記一面側に設けられた回路収納部に収納され、前記測
位センサは、前記回路収納部を台座として、前記ベルトの前記一面側に突出して設けられ
ることを特徴とする請求項４に記載の人体情報収集装置である。
【００８１】
　請求項６に記載の発明は、
　前記電子回路は、メモリ部を有し、前記人体の前記人体情報を相互に関連付けて保存す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の人体情報収集装置である。
【００８２】
　請求項７に記載の発明は、
　前記電子回路は、通信回路を有し、少なくとも前記メモリ部に保存された前記人体情報
を、所定の通信方式により前記電子回路の外部に伝送することを特徴とする請求項６に記
載の人体情報収集装置である。
【００８３】
　請求項８に記載の発明は、
　前記ベルトは、前記一面側に受光面が露出するように設けられた太陽電池を有し、前記
太陽電池により発電された電力を前記電子回路に供給することを特徴とする請求項１乃至
７のいずれかに記載の人体情報収集装置である。
【００８４】
　請求項９に記載の発明は、
　前記ベルトは、少なくとも、前記電子回路が設けられた回路形成層と、前記人体の前記
首部に直接接触する肌面接触層と、前記回路形成層と肌面接触層との間に設けられた中間
層と、を積層した構造を有し、
　前記肌面接触層は、前記人体からの熱を吸熱する機能を有し、前記中間層は、前記熱を
前記ベルトの外部へ放熱する機能を有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに
記載の人体情報収集装置である。
【００８５】
　請求項１０に記載の発明は、
　前記ベルトの長手方向の両端部近傍に設けられ、前記人体の前記首部に巻き付けられた
前記ベルトを装着固定する掛留め部を有し、
　前記掛留め部は、前記電子回路への電力の供給を制御する操作スイッチが設けられてい
ることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の人体情報収集装置。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　　　ベルト部（ベルト）
　２０　　　ＧＰＳ受信部（測位センサ）
　３０　　　心拍センサ部
　３１　　　検出電極
　４０　　　回路収納部
　４１　　　ＧＰＳ受信回路（電子回路）
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　４２　　　心拍検出回路（電子回路）
　４３　　　加速度センサ
　４４　　　角速度センサ
　４５　　　メモリ部
　４６　　　通信回路
　４７　　　信号処理部
　５０　　　電源スイッチ（掛留め部、操作スイッチ）
　６０　　　動作電源
　６１　　　太陽電池
　６４　　　二次電池
　１００　　人体情報収集装置
　３００　　人体
　３１０　　首部

【図１】 【図２】
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